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令和３年度第２回埼玉県国民健康保険運営協議会 議事概要 

 

・ 日  時 令和３年１１月２９日（月）午後１時～午後２時 

・ 場  所 埼玉県県民健康センター大会議室Ｃ 

・ 出席委員 １５名 

       【被保険者代表委員】 

        青木委員、武藤委員、小島委員、岡安委員 

       【保険医又は保険薬剤師代表委員】 

        廣澤委員、小室委員、中村委員、齊田委員 

       【公益代表委員】 

        岡田委員、守屋委員、伊藤委員、横山委員 

       【被用者保険等保険者代表委員】 

        増尾委員、柴田委員、阿部委員 

 

１ 議事（１）令和４年度国民健康保険事業費納付金等の秋の試算について 

＜事務局＞ 

 ・ 資料１により、令和４年度国民健康保険事業費納付金等の秋の試算について説明。 

 

 【主な質疑・意見】 

 ・ 賦課方式が４方式の市町村は、２方式に変更しない特別な理由があるのか。 

 ・ １人当たりの保険給付費額が、令和３年度と比較して増加している理由は何か。 

 ・ １人当たりの保険給付費額の増加要因として、多重診療が考えられるのではな

いか。 

 ・ 新型コロナウイルス感染拡大によって、滞納者数及び滞納金額は増加している

のか。また、短期被保険者証の発行も増えたのか。 

 ・ 市町村に対し、保険税必要額が増加した理由について丁寧な説明をしていただ

きたい。 

 ・ 市町村によっては保険税必要額が極端に上がっているが、理由は何か。 

 

２ 議事（２）令和２年度埼玉県国民健康保険事業特別会計決算について 

＜事務局＞ 

 ・ 資料２により、令和２年度埼玉県国民健康保険事業特別会計決算について説明。 

 

 【質疑・意見なし】 

 

３ 議事（３）赤字削減・解消計画の実施状況について 

＜事務局＞ 

 ・ 資料３により、赤字削減・解消計画の実施状況について説明。 
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 【主な質疑・意見】 

 ・ 令和４年４月１日施行の全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保  

険法等の一部を改正する法律の概要に「国民健康保険の財政安定化基金を、都道

府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能

とする」とあるが、どういった運用となるのか。 

 ・ 将来の国民健康保険制度の安定的な運用のため、赤字削減・解消計画の進捗状 

況について、市町村の国民健康保険運営協議会で議論することが重要である。 

 ・ 多くの市町村で赤字削減が進んでいるが、市町村別の赤字額を伺う。 

 


